
 

介護予防・生活支援サービスの利用条件の見直しについて 

 

１  現行の介護予防・生活支援サービス利用の流れ 

地域包括支援センターへ相談
（明らかに要介護相当の場合は居宅介護支援事業所でも可能）

訪問看護、福祉用具、住宅改修等

介護予防給付（要支援認定を受けた方のみ利用可能）

栄養・口腔改善

・入浴介助等の身体介護が必要 ・認知症等の症状がある

・医療依存度が高い

はい いいえ いいえはい

介護予防型

訪問サービス

基準緩和型

訪問サービス

＜一般介護予防事業＞
要支援者等すべての高齢者が参加できる住民主体、地域団体による支援

要 支 援 者

介護予防型

通所サービス

・通所型サービスを新規に利用する方

短期集中型

通所サービス

運動機能向上

基準緩和型

通所サービス

短期集中型

訪問サービス

栄養改善

短期集中型

通所サービス

口腔機能向上

介護予防ケアマネジメント
（介護予防給付を利用する場合は介護予防支援）

介護予防支援会議

要 介 護 者

要介護（要支援）認定申請
非該当

通所型

サービス

訪問型

サービス

基本チェックリスト実施

事業対象者 一般高齢者

はい いいえ

総 合 事 業

＜介護予防・生活支援サービス事業＞

※１

※２

 

 

 

２ 短期集中型サービス（運動器機能向上）の利用状況からみられる課題 

(1) 単なるサービス利用希望者や疾患を伴っている者からのサービス利用相談等もある。 

(2) 週２回の通所が負担となる者や生活機能改善意識の低い者等もいる。 

(3) 介護予防支援会議では専門的アドバイスが得られ、新たな気づきもあり、プランナ

ーの資質向上や意識改革につながっている一方、事務処理の負担が多い。 

(4) 短期集中型サービス利用終了者の約７割が基準緩和型サービスへ移行している。 

 

３ 介護予防・生活支援サービスの利用条件の見直し 

※１ うつ症状がある者（追加） 

※２ 短期集中型サービスの利用条件に該当する方（追加） 

    ⇒フレイル・プレフレイルに該当する方 

専門職が短期集中的に機能訓練を行い、生活機能向上を高める意欲のある者の利用に

選定される。 

・入浴介助等の身体介護が必要 ・認知症等の症状がある

・医療依存度が高い

いいえはい

介護予防型

通所サービス

・通所型サービスを新規に利用する方、かつ、

・短期集中型サービスの利用条件に該当する方

短期集中型

通所サービス

運動機能向上

基準緩和型

通所サービス

介護予防支援会議

通所型サービス

はい いいえ

※うつ症状が

ある者も含む

※１

※２
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